
福祉センター電気工作物保安管理仕様書 

 

本業務の履行細目は別紙１「自家用電気工作物の保安管理業務委託細目書」に基づくものと

する。 （ただし、第１７条を除く） 

 

第１条 委託場所及び自家用電気工作物の概要 

(1) 事業場の名称 鎌倉市福祉センター 

(2) 事業場の所在地 鎌倉市御成町２０－２１ 

(3) 事業場の業種 福祉施設 

(4) 設備容量  １７５キロボルトアンペア 

(5) 最大電力  １２０キロワット 

(6) 受電電圧  ６,６００ボルト 

(7) 非常用予備発電装置・蓄電池装置 

  発電機定格出力 ４０ロワット ・蓄電池定格出力 アンペアアワー 

  発電機定格電圧 ２００ボルト ・蓄電池定格電圧 ボルト   

第２条 通常点検の回数 

 毎 月  1回 
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